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1.はじめに 

本稿は、いわゆる「マルチナショナル・デモクラシ

ー」iの安定において連邦制が果たす役割を、カナダ

－ケベック問題を事例として考察する。エスノカル

チュラルな差異やサブナショナルな単位の自律性が

多民族国家の統合に与える影響について、比較政治

学の分野では多くの議論が積み重ねられてきた。こ

の点でカナダは、エスニシティや言語および文化に

基づく差異を受け入れるために連邦型政治体制の導

入が図られた最初のケースとして評価されている

（Forsyth 1989）。すなわち、1867 年の連邦結成は、

一つの政府のもとに三つの異なる植民地（カナダ植

民地、ノヴァスコシア植民地、ニューブランズウィ

ック植民地）を統合すると同時に、それまで一体で

あったカナダ植民地を、英語系のオンタリオ州と仏

語系のケベック州に分割するものでもあった。この

意味で、カナダはマルチナショナル連邦制の先駆的

事例であるとされている。しかし、現在に至るまで

カナダ政治には、常に、連邦制の枠組みのなかでケ

ベックをどのように位置づけるかという問題がつき

まとっていることも事実である。すなわち、カナダ

という次元のナショナリティとケベックというサブ

ナショナリティの関係を、あるいは、後者の独自性

ないし特別な地位を憲法的に承認することをめぐる

対立はなお続いている。 

 

2.連邦制と多様性の統合 

2.1 連邦制と国内集団間関係 

 リベラル・デモクラシー型国民国家（nation-state）

の多くが現にエスニシティや文化の点で多元的構成

にあることは、今や共通認識となりつつある。しか

し、複数のネイション集団から構成されるデモクラ

シー諸国となると、それほど多いわけではない。ベ

ルギー、カナダ、スペイン、イギリスのように、一

国のなかに複数の「ネイション」集団を抱え、その

中の少なくとも一つが自治権の拡大や独立を求める

「マイノリティ・ネイション」である場合、こうし

た諸国は「マルチナショナル・デモクラシー

（Multinational Democracies）」と呼ばれ、近年、

その比較研究が活発になっている（Gagnon and Tully 

2001）。この種の国家において「国内ネイション」集

団間の対立を緩和し、集団間関係を調整する手段と

しては、伝統的には「多極共存型デモクラシー

(Consociational Democracy)」や分権化が想定され

てきたが、近年とりわけ注目を集めているのは連邦

制である（Lijphart 1999=2005）。 

 連邦制とは、「憲法によって互いに何某かの真に自

律的な領域を持つような二つの政府体系があり、そ

れぞれの政府は自らの領域の有権者に第一に責任を

持つ」しくみである（Anderson 2008=2010, p.15.）。
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連邦政府（中央政府）と州政府（地方政府）の編成

様式は、各国の歴史的背景や社会経済的要因によっ

て多様であるが、ワッツ（Ronald Watts）がその比

較連邦制論で述べているように、連邦国家において

は、社会の同質性が高いと中央政府に権限が集中し、

多様性が深まると連邦構成政府（州政府）により多

くの権限が与えられる傾向がある（Watts 1999）。そ

して、レイプハルトは、「政治的境界が社会的境界に

近い形で設定されれば、連邦レベルでの異質性はそ

の構成単位レベルでの高い同質性に転化することが

できる」ため、連邦制は「比較的同質性の高い小規

模単位を作ることによって、その単位内での社会的

多元性を減じることができる」としている（Lijphart 

1999=2005, p.155）。このように、マルチナショナル

な国家においては、連邦制とは国内マジョリティに

対する制約として機能することで、マイノリティ集

団が共存しうる条件を生み出すものとなる。したが

って、マイノリティ集団からすれば、自らの民主的

意志が抑圧された状態に甘んじるか、分離独立を求

めるかというネガティブな二者択一を避けることが

可能となり、自治的集団として国家に残るという選

択肢を提供するものである。すなわち、連邦制は、

国内集団間の対立緩和および調整において有効な制

度的編成であると見なされてきた。 

 

2.2 マルチナショナル型連邦制の可能性と限界 

これに対し、マルチナショナルな国家における連

邦制の有効性を問う研究動向も登場している。キム

リッカ（Will Kymlicka）は、マイノリティ集団を「エ

スニック・マイノリティ」（移民集団）と「ナショナ

ル・マイノリティ」（歴史的に一定の領域を占め、固

有の言語と文化を共有する集団）に峻別しつつii、後

者の自治要求の受け入れにとって連邦制が一定の有

効性を持っていることを認めている。ただし、連邦

制を媒介とした集団間関係の安定は、下位単位の境

界線をどのように引くか、またどのように権限を配

分するかを条件としており、柔軟性には限界がある

こと指摘している(Kymlicka 1988)。 

また、キムリッカは、レズニック(Philip Resnick)

を踏襲して、連邦制を「領土型連邦制(Territorial 

Federation)」と「マルチナショナル型連邦制

(Multinational Federation)」に分類する。領土型

連邦制とは、民族的・文化的境界ではなく、単なる

地理的区画に沿って州境が設定されるものであり、

国家全体あるいはその構成単位で一定の社会経済的

特徴が共有され、構成単位は単なる地方行政区とし

て位置づけられる。また、アメリカ合衆国を典型例

とするように、マイノリティ集団が州レベルで多数

派を占めないように州境が設定されることから、連

邦型政府体系が存在するとはいえ、単一国家と同様

の単一ネイション構造とシティズンシップ体制を前

提とするものである。 

これに対し、マルチナショナル連邦制では、ナシ

ョナル・マイノリティ集団の存在という社会学的特

徴を制度化したものであり、マイノリティ・ネイシ

ョン集団が少なくとも一つの州において多数派とな

るように境界線が設定され、その自治権を認めるも

の と な る (Resnick 1994; Kymlicka 2001=2012, 

chap5)。言い換えると、領土型連邦制とは対照的に、

連邦型政治体制において、個人のみならずネイショ

ン集団という単位にも平等な地位を与えることが想

定されている。キムリッカによれば、多数派とナシ

ョナル・マイノリティでは必要とする権限の性質が

全く異なることを認めつつ、マルチナショナル連邦

制 に お い て 「 非 対 称 型 連 邦 制 (Asymmetrical 

Federalism)」を実現することに可能性を見いだして

いるが、その場合でも、マイノリティによる分離独

立運動の存在は避けられないとしている。 

さらに近年、比較連邦制研究が「成長産業」と呼

ばれる中、エルク（Jan Erk）とアンダーソン（Lawrence 

M. Anderson）は、「連邦制の逆説」という新たな問

題提起をしている。すなわち、従来、連邦制とはマ

イノリティに領域的承認を与えることで、民族間対

立を緩和するものと想定されているが、長期的には、

こうした承認によって集団間の差異が強まり、マイ

ノリティ・ナショナリストに分離独立のための制度

的手段を与えているのではないか、と(Erk and 

Anderson 2010)。彼らは、エスニック間対立におけ

る連邦制の役割に関する先行研究をサーベイするこ

とで、連邦制においてサブユニットの分離を誘発（な

いし防止）するファクターを、(1)連邦構成ユニット

の政治的意思とその制度的・社会構成的能力、(2)憲

法による連邦制度のデザイン、(3)経済的・社会的要

因の三つに整理している。 

 

3.カナダ連邦制の構造 

3.1 歴史的背景 

 パリ条約（1763 年）によって七年戦争が終結する

と、北米植民地の覇権はフランスからイギリスへと

移った。しかし、イギリス政府がフランスの法・慣

習・言語・宗教の存置を認めたことから、植民地の

フランス系住民の多くは英国臣民として植民地にと

どまることを選んだ。18 世紀後半には、アメリカ合
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衆国の独立にともなって王党派（Loyalist）が流入

し、イギリス本国からも新移民が到来したことで、

人口構成において英領北アメリカ植民地は二民族社

会へ変貌した。19 世紀に入ると、イギリス系住民と

フランス系住民の対立から植民地の再編（分離と統

合）が繰り返され、深刻な政治的行き詰まりに陥る。

対外的にもイギリスが植民地に自立を求める路線に

転換する一方で、英米関係の緊張が深まると、北米

植民地はイギリスのスケープゴートとして、アメリ

カの軍事的侵略の脅威に晒されることになった。こ

のように植民地内部の民族間対立と外的脅威への対

応策として、英領北アメリカ植民地の統合が模索さ

れたのである。1867 年 7 月 1 日、イギリス議会で可

決された「英領北アメリカ法」（British North 

American Act、以下、BNA と表記する）をもって、従

来の連合カナダ植民地はオンタリオ州とケベック州

に分割されるとともに、ノヴァスコシアとニューブ

ランズウィックを加えた 4 州から構成されるカナダ

自治領（Dominion of Canada）が成立した。 

さて、1867 年の BNA は連邦－州間の権限配分を規

定し、カナダ連邦制の基礎を据えるものであった。

初代連邦首相となるマクドナルド（John A. 

Macdonald）をはじめとするイギリス系の政治指導者

たちは、本国と同様に単一国家型の議会主義的統合

を志向していたと言われている。しかし、きわめて

広大な領土のもとで、各植民地にローカルなアイデ

ンティティが残存しiii、ケベック州にフランス系人

口が集中している現実から、連邦制の導入は避けら

れなかった。当時のフランス系カナダ社会ではカト

リック教会が支配的であり、その言語と宗教は集団

的アイデンティティの中心として生活様式と深く結

びついていた。また、彼らにとっての連邦結成は、

イギリスによる支配からの脱却であると同時に、カ

ナダにおいては永続的にマイノリティの立場におか

れることを意味していた。したがって、フランス系

の指導者たちは単一国家モデルに強く反対し、「州」

という単位において自らがマジョリティとなりうる

連邦制の導入を求めたのである。したがって、イギ

リス系カナダにとって連邦制の採用はある種の妥協

の産物であったのに対し、フランス系カナダ、少な

くともケベックにとって、州政府はその伝統的コミ

ュニティの防衛手段であった。こうした経緯から、

フランス系カナダおよびケベックには連邦結成を対

等な二つの「建国民族間の契約」と見なす伝統が生

まれた。他方、英語系カナダでは連邦結成を平等な 4

州（後に 10 州へと拡大）による合意と見なす傾向が

あり、フランス系およびケベックの二元論的なカナ

ダ観（デュアリズム）は共有されていない。建国＝

独立から 150 年近く経た現在においても、カナダ観

をめぐる英語系・仏語系の対立はカナダ政治の大き

な争点であり続けている。 

 

3.2 制度的編成 

カナダはスイスおよびアメリカに次いで三番目に

成立した近代的連邦国家であるが、連邦制とウェス

トミンスター型議院内閣制を結合させた最初の国家

である。すなわち、イギリスと同様に、全国レベル

の政治権力は下院（House of Commons）の多数派に

基盤をもつ連邦首相および内閣に集中する。下院の

選挙制度は小選挙区制（Single Member Plurality 

System）であり、各州の議席数は、人口比例代表

（Representation by Population）原理に応じて配

分される。また、上院（Senate）もイギリスと同様

の任命制であるが、変則的な議席配分となっている

ことから、州を代表する機関ではないiv。BNA は上院

に下院とほぼ同等の権限を与えているものの、民主

的正統性を有する下院に反対することはほとんどな

い。また、イギリス君主の代理人として、連邦レベ

ルには総督（Governor-General）が、州レベルには

副総督（Lieutenant-Governor）が置かれている。 

 他方、連邦制の局面においては、ウェア（K.C. 

Wheare）が「疑似連邦的（quasi-federal）」と特徴

付けたように、すぐれて連邦政府（中央政府）優位

の制度であった（Wheare 1964, p.19）。連邦議会の

専属的権限（BNA 第 91 条）には、貿易・通商、銀行・

公債、軍事・防衛、刑法、先住民など、当時の新国

家建設において重視された権限が含まれている。ま

た、連邦議会は、明確に州権に属さない領域におい

て（いわゆる残余権の規定として）、「平和・秩序・

良き統治（Peace, Order, and Good Government）」

の名の下に立法権を有するものとされた。 

 連邦政府優位の構造は、カナダ「独立」当時の事

情を反映するものであった。対外的には英米両国と

対峙しつつ、地理的にはロッキー山脈の分断をまた

いで植民地統合をはかるという一大プロジェクトが

連邦結成であった。こうした条件のもとで新国家お

よびその国民経済を建設するためには、強力な連邦

政府（中央政府）の存在が必要とされていた。この

点は、州権の強い連邦制としてスタートしたアメリ

カ合衆国が南北戦争という分裂危機を経験したこと

を教訓としたものでもあった。実際、連邦結成から

20 世紀初頭までの時期の国家建設期において、連邦

政府が主導的役割を果たした。この点を象徴するの

が、1879 年の「ナショナル・ポリシー」（National 
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Policy）である。これは、保護関税政策によって東

部の国内産業を育成するとともに、大陸横断鉄道の

建設によって西部カナダに開拓農業移民を誘致し、

これを国内産品の市場へと形成するプロジェクトで

あった。 

これに対し、州の専属的権限（同第 92 条）には、

財産権および私権、地方公共団体および地方の事業

などが含まれる。したがって、憲法上、教育・医療・

社会扶助など社会政策の領域は州権に属するものと

解釈される。こうした州権の内容は、連邦結成時の

事情を反映して、主に当時のフランス系カナダおよ

びケベックがその共同体の防衛手段として必要とし

ていた分野と重なっており、法システムの点でも、

ケベック州に限ってはフランス民法が認められてい

る。 

 

4．戦後福祉国家の形成とカナダ連邦制 

4.1 二つの競合的「ナショナル・プロジェクト」 

 第二次世界大戦後の福祉国家化の過程は、カナダ

連邦制の輪郭にも大きな変化を与えることになる。

1930 年代の大恐慌期は、資源輸出型経済に深刻な打

撃を与えただけでなく、カナダ連邦制が抱える制度

的弱点を浮き彫りにするところとなった。1937 年に

発足した政府調査委員会「ラウェル=シロワ委員会

（the Rowell-Sirois Commission）」の勧告は、財政

安定化や全国的社会プログラム、地域間再配分など

連邦政府の役割を強化する内容であった。第二次世

界大戦の勃発によって頓挫したとはいえ、同勧告の

路線は、「ナショナル・スタンダード」の理念ととも

に、戦後の福祉国家建設へと引き継がれる。たとえ

ば、連邦政府による財政連邦主義の中央集権化は、

当初、戦時中の暫定措置にすぎなかったが、戦後に

おいても継続され、ケインズ主義型介入政策の展開

と「汎カナダ的（Pan-Canadian）」国民形成の手段と

なった。 

 しかし、BNA の規定では、社会扶助、医療、住宅、

高等教育などの福祉・社会政策は州権に属する。そ

こで連邦政府は州との費用分担プログラムや条件付

補助金プログラムを通じて、州権の領域に介入する

ことになる。これは、憲法上の規定はないが、連邦

政府がその権限の及ばない領域（たとえば州権に属

する領域）に支出する権限であり、総じて「連邦歳

出権（Federal Spending Power）」と呼ばれる。すな

わち、連邦政府はこの歳出権を公使することで、州

の政策を間接的にコントロールすることができる。

たとえば，州間格差の是正を目的に，失業保険は 1940

年に連邦政府の管轄となり，1944 年には家族手当が

導入された。また、1950 年代には政府間移転として

平衡支出金（equalization payments）が制度化され

ている。このように社会プログラムを媒介として連

邦政府が個々のカナダ国民とのむすびつきを強化し

た結果、ナショナルな社会的・経済的権利体制が確

立することになった。 

 少なくとも英語系諸州に限っては、戦後の経済成

長と連邦歳入の増加にともなって強力な連邦政府の

役割が受け入れられるようになった。さらに、イギ

リスからの国家的自立は、国家主導の新しいアイデ

ンティティの確立を求める動きにつながった。シテ

ィズンシップ法（1949 年）を法的基盤として、1950

年代以降、連邦政府主導で「国民的」アイデンティ

ティの定着が進められた（柳原 2011）。 

 こうした動向に対し、ケベックは強く抵抗した。

20 世紀前半のケベックは後進的な農村型社会であり、

聖俗の両面においてカトリック教会が強い影響力を

保持する社会であった。またモーリス・デュプレッ

シ（Maurice Duplessis）率いるユニオン・ナシオナ

ル（Union Nationale）党州政権のもとで、封建的色

彩を強く残した権威主義的・保守主義的な体制下に

おかれていた。カトリック勢力は英語系経済エリー

トと結びつき、宗教的のみならず教育や福祉などの

世俗的領域においても支配的地位を保持し、伝統的

なフランス系カナダ「ネイション」概念を維持して

いた。ケベック州政府の調査委員会による『トレン

ブレー報告（Trenblay Report）』（1956 年）は、連邦

原理の重要性を強調し、BNA の権限配分を厳格に守る

という観点から、歳出権を手段とした連邦政府の介

入を非難するとともに、急速に拡大する社会プログ

ラムに必要とされる財政的資源を州に委譲すること

を強く求めるものであった。いずれにせよ、1950 年

代までのケベック州は、マイノリティたるフランス

系の「生き残り」を主眼とする保守的ナショナリズ

ムに彩られていたといえる。また、カナダの福祉国

家化と連邦政府による介入は、ケベック社会の伝統

的・保守的支配層にとって脅威であり、州の権限領

域を守ることが最優先とされた。 

 デュプレッシの死後、1960 年のケベック州議会選

挙においてルサージュ（Jean Lesage）率いるケベッ

ク自由党が勝利を納めると、州政府主導による近代

化改革がスタートした。この一連の改革は「静かな

革命（Quiet Revolution）」と呼ばれる。それは、ケ

ベック州のフランス系が「我が家の主人(Maîtres 

chez nous)」となるべく、政治・経済・社会・教育
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のあらゆる分野に及ぶものであった。教育制度の世

俗化をはじめとするフランス語系コミュニティの再

構築が進められるとともに、国家介入型の社会民主

主義路線のもとで福祉国家的制度が確立される。た

とえば、州天然資源大臣レヴェック（René Lévesque）

のもとで民間の電力会社を州有化し、ハイドロ・ケ

ベック電力公社を設立すると、これがケベック経済

の中心となる。また、「ケベック貯蓄投資公庫」を設

立し、州独自の産業開発に道が開かれた。このよう

に、「静かな革命」によって、カトリック教会の宗教

的影響力を背景とした保守的ナショナリズムが後景

に退き、州政府主導のリベラルな近代的ナショナリ

ズムへの大転換が起こったのである。 

 この転換は連邦政府との関係にも大きなインパク

トを与えた。1960 年代以降のケベックは、政府間関

係を通じて、自州の社会的・経済的発展に対する自

己決定能力を高めるために、積極的な政策目標を追

求するようになる。すなわち、カナダ連邦制との関

係に位置づけると、第一にケベックの自律性と権限

を強化することであり、第二に連邦政府からの税源

移譲や財政移転によって自州の財政的資源を拡大す

ることである。連邦制の分権化を求めるという点に

限っては、他の英語系諸州とも共通するところもあ

ったが、ケベック州の場合、分権化の要求は独自の

「ケベック・ネイション」の建設と結びついていた。

1965 年には、当時の連邦政府（レスター・ピアソン

自由党政権）との交渉によって、カナダ年金計画か

らの「離脱」とその財政的補填を獲得し、独自の「ケ

ベック年金制度」が設立されている。 

 「静かな革命」は、ケベックの自己認識のみなら

ず、その連邦制へのアプローチにも転換をもたらし

た。ケベックは独自のネイション共同体としての認

識を強めるとともに、州政府は様々な社会プログラ

ムや教育および経済政策をフランス語で提供する存

在としての役割を確立した。その結果、ケベックの

ナショナリズムは、フランス語系中心のエスニック

型ネイション概念から、フランス語という共通語を

軸として多様な移民をも統合する領域的・市民的な

「ケベコワ・ネイション（Québécois nation）」概念

へと変化してゆくのである。 

 1960 年代以降、カナダでは連邦政府主導の中央集

権的な「カナダ国民」建設とケベック州の「ケベコ

ワ・ネイション」建設という二重の「ナショナル・

プロジェクト」が競合することになった。カナダ連

邦制において独自のネイション建設を追求し、その

自律性と承認を求めるケベックは、当然の成り行き

として、カナダ憲法の改正を求めることになる

（McRoberts 1997: バンティング 2008: Béland and 

Lecours 2008）。 

 

4.2 「主権連合」レファレンダム 

 ケベック・ナショナリズムの転換は、連邦政府主

導の「カナダ・ナショナリズム」にも修正を迫るも

のとなった。ピアソン（Lester B. Pearson）連邦首

相は「二言語二文化主義調査委員会（ロランドー=ダ

ントン委員会）」を設置し、ケベックの動きに対応し

た。同委員会報告はフランス語系をネイションとし

て明確に認めることはなかったが、二つの建国民族

の存在とその平等を象徴するものとして、フランス

語に英語と対等な地位を与えた。すなわち、ネイシ

ョンの次元と言語の次元を分離したうえで、言語の

領域に限定して、カナダ連邦の二元的特質を認めた

ことになる。しかし、英仏二元論のなかで「二流市

民」として埋没することを恐れた集団、とりわけ英

仏両語を母語としないヨーロッパ系の住民は、こう

した動きに強く反発した。そこで政府調査委員会は

新たに『他の民族的諸集団による貢献』と題する報

告書を公刊し、これがトルドー（Pierre E. Trudeau）

政権による「二言語・多文化主義」の宣言（1971 年）

に連なることになる。同宣言においては、「単一の公

式の文化は存在しない」とされ、ケベックが求める

英仏二元論と文化的独自性の承認から大きく後退す

るものであった。 

 他方、憲法改正の局面においては、連邦政府およ

び英語系諸州とケベックとの対立はさらに深まるこ

とになった。1970 年代までに、憲法改正に関わるケ

ベックの立場は、次の二点に収斂しつつあった。第

一に、州の自律性の確保だけでなく、カナダ連邦内

において「特別な地位」の憲法的承認を求めるよう

になったことである。第二に、連邦政府が憲法改正

権をイギリスから移管することに同意する用件とし

て、(1)将来の憲法改正においてケベックが拒否権を

持つこと、(2)教育と文化の政策領域に対し州が全面

的なコントロールを確保すること、(3)連邦プログラ

ムからの離脱とその財政的補償を得ること、(4)移民

の選択と統合に対し州が明確な役割を担うこと、(5)

連邦政府の州権への介入（歳出権）を制限すること

－を要求するようになっていたことである。これ

に対し、連邦政府（トルドー自由党政権）は単独で

憲法移管をするという脅しをかけ、ケベック自由党

は早期解散総選挙に追い込まれた。その結果、1976

年のケベック州選挙に勝利したのは、レヴェックが

自由党内閣の閣僚を辞職して新たに結成した「ケベ

ック党（Parti Quebecois）」であった。 
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 ケベック自由党がカナダ連邦内における同州の自

律性と承認の確保を政策の中心としていたのとは対

照的に、分離主義を掲げるケベック党の公約は「主

権連合（Sovereignty-association）」であった。こ

れは、経済的にはカナダとの「連合」関係を残しつ

つ、政治的には完全な「主権」を実現することを意

味していた。レヴェック政権は、1977 年に「仏語憲

章」を制定し、連邦政府による二言語・多文化主義

に対抗して、ケベック州の一言語化政策を進めた後、

1980 年には、「主権連合」の是非を問うケベック・レ

ファンダムを実施した。この動きに対し、連邦政府

（トルドー自由党政権）は反対キャンペーンを展開

し、ケベック州民がレファレンダムを否決するなら、

カナダ憲法および連邦制の根源的な見直しを実施す

ることを約束した。トルドーによる介入の結果、レ

ファレンダムは賛成 41 パーセント、反対 51 パーセ

ントの差で否決されることになった。 

 

4.3 1982 年憲法 

1982 年の憲法改正は、(1)これまでイギリス議会に

掌握されていた憲法改正権をカナダ議会へと移管す

ること、(2)憲法改正方式を制定すること、そして(3)

全国一律に適用される「権利と自由の憲章」を導入

すること－を内容とした。これらは、トルドーの中

央集権的・個人主義的な「汎カナダ主義」を反映す

る内容であった。すなわち、単一の「カナダ国民」

というナショナリティを憲法によって強化し、言

語・文化・人種・民族などの違いにかかわらない平

等な諸個人としてカナダ全体を統合するという戦略

である。 

1982 年憲法は、ケベックから激しい怒りを買うこ

とになる。すなわち、1982 年憲法は、ケベックが「独

自の社会」であることを承認しておらず、言語政策

という州の独占的権限に制約を加えている。また、

憲法改正方式においては、ケベックが伝統的に保持

していると考えていた拒否権が認められておらず、

また、教育および文化以外の分野における連邦－州

間費用分担プログラムからの離脱に対し、何の財政

的補填も保障されていないことになる。さらに、改

正案をめぐる交渉の最終段階において、ケベックが

排除されたことも大きな要因であった。この結果、

ケベック州政府は、同憲法の批准を拒否している

（McRoberts 1997, pp.137-75.: Gagnon and Iacovino 

2007=2012, chap2.）。 

 

5．「大規模型憲法政治」の挫折と 1995 年ケベック・

レファレンダム 

5.1 二つの憲法協定の挫折 

 1984 年、連邦レベルの政権交代によってマルルー

ニー（Brian Murloney）進歩保守党政権が誕生し、

翌 85 年、ケベックでもブラサ（Robert Bourassa）

率いるケベック自由党が政権復帰すると、両首相の

良好な関係のもとで、ケベックを憲法交渉の席に「連

れ戻す」試みがスタートする。1980年代後半から1990

年代前半は、ケベックの位置づけを中心的争点とし

て、カナダ憲法の根源的な改正が模索されたことか

ら、「大規模型憲法政治（Mega-Constitutional 

Politics）」の時代と呼ばれている。 

 その第一段階は 1987 年の「ミーチレイク協定

（Meech Lake Accord）」である。ブラサは、憲法交

渉の条件として、(1)ケベックが「独自の社会」であ

ることの承認、(2)移民に関するケベックの権限の拡

大、(3)九名の最高裁判事のうちのケベック民法に精

通した三名の任命、(4)連邦歳出権の制限、(5)将来

のカナダ憲法改正におけるケベックの拒否権－の５

点を提起した。これらの条件は、1987 年 6 月、連邦

首相と（ケベックを含む）全ての州首相によって合

意された。この協定の成立のためには、3年以内にす

べての議会（連邦の上下両院および全州議会）の批

准が条件とされたが、この間にニューファンドラン

ドとマニトバの２州が批准を撤回したことから、

1990 年 6 月、挫折に終わった。同協定にはケベック

の独自性を承認し、建国パートナーとして公式に認

める意味が含まれていただけに、ケベックはこれを

「英語系カナダの背信」と受け取った。ブラサは、

今後ケベック州は憲法改正をめぐる交渉には参加せ

ず、連邦政府および英系カナダ諸州からの新たな憲

法改正のオファーがない限り、1992 年に分離独立の

可否を問うレファレンダムを実施することを宣言す

る。 

 第二段階は、1992 年の「シャーロットタウン協定

（Charlottetown Accord）」である。事実上の「ケベ

ック・ラウンド」であったミーチレイク協定の失敗

を教訓として、次の段階の憲法交渉は「カナダ・ラ

ウンド」、すなわち、西部カナダや先住民の自治要求、

あるいはより広範な社会的利益をも含めた包括的な

憲法改正案をめぐる議論の舞台となった。さらに、

首相間の合意のみで作成されたミーチレイク協定に

対しエリート主義との批判が高まったことから、成

立の可否は全カナダ国民によるレファレンダムに諮

るものとされた。協定の主な内容は、(1)カナダ的価

値を規定する「カナダ条項」（「独自の社会」として
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のケベックへの言及を含む）、(2)西部諸州が求める

「トリプルＥ」型上院改革v、(3)先住民の自治権お

よび連邦政府における代表、(4)連邦制の分権化（連

邦政府の歳出権の制限と州自律性の拡大）、(5)カナ

ダの「社会的・経済的統合」、(6)憲法方式の再検討

－の 6 点であり、連邦政府とケベックを除く 9 州政

府が合意した。1992 年 10 月 26 日に実施された国民

投票の結果は、55.4 パーセントの反対によって否決

された。 

否決の理由として、とりわけ英語系カナダにおい

ては、現行体制を大幅に変更する包括的改革案であ

るにもかかわらず、2ヶ月という短期間で判断を迫ら

れたことが不安感を生んだとの指摘もある。しかし

注目すべきは、ケベックにおいても 6 割が反対票を

投じたことである。ミーチレイク協定と比較した場

合、「独自の社会」条項はより包括的な「カナダ条項」

へと薄められ、上院改革案において全州平等の原則

が盛り込まれたことからも、ケベックにとってシャ

ーロットタウン協定案は大幅な後退であると受け取

られたのである。 

ケベックを憲法体制に組み入れることを目的にス

タートした「大規模型憲法政治」は、その過程にお

いて、ケベック以外の多様な利益を巻き込み、その

結果、いずれも挫折するという結果に終わった。カ

ナダとケベックという競合的ネイション形成プロジ

ェクトの齟齬が憲法を舞台に先鋭化し、ケベックの

「建国の二つのネイション」論と英語系カナダの全

州平等論の溝は埋められることはなかった。 

1994 年 9 月のケベック州選挙において、パリゾー

（Jacques Parizeau）率いるケベック党が政権復帰

を果たすと、翌 95 年 10 月に「パートナーシップ協

定と主権」を求めるレファレンダムを実施した。こ

のレファレンダムにおいては、たとえケベック以外

が同意していなくとも、レファレンダムで賛成票が

上回れば、分離独立のプロセスを開始するという意

図が込められていた。結果的に今回も主権派は敗北

したものの、その票差は 5万 2千票であり、わずか 1

パーセント以下であった（賛成49.42%、反対50.58%）。

この結果は、その後のカナダ連邦制の展開に決定的

影響を与えることになる（Russell 2004: McRoberts 

1997, pp.222-44.）。 

 

5.2 1995 年ケベック主権レファレンダムの余波 

1995 年レファレンダム結果は、ケベックのみなら

ずカナダ全土に衝撃を与え、国家分裂が現実に起こ

りうるとの危機感が高まった。1993 年に政権交代を

はたしたクレティエン（Jean Chrétien）連邦自由党

政権は、ケベックの主権要求に対し、カナダ国民に

深刻な亀裂をもたらす「大規模型憲法政治」を回避

する戦略をとる。90 年代後半以降の憲法政治は、「非

憲法的刷新（Non-Constitutional Renewal）」と呼ば

れている。この時期、ケベックに対する連邦政府の

対応は、二つの路線が交錯するなかで展開された。 

第一は、現行制度の枠内でケベックを「独自の

社会」であることを認めるとともに、将来の憲法改

正における拒否権を与える路線である。すなわち、

ケベックの主権派ナショナリストを懐柔することで、

ケベックのカナダへの定着を強めることを狙いとす

るものである。当時これは「プラン A」とされた。こ

れに対し、第二はケベックが分離する場合の手続き

を明確に定めることで、主権主義派に対抗する路線

である。これは、ケベックに分離の難しさとそれに

ともなうコストを示し、分離を思いとどまらせるこ

とをねらいとするものである。前者との対照におい

て、これは「プラン B」と呼ばれる。 

 当初、連邦政府の戦略の中心を占めていたのはプ

ラン Aの路線である。1995 年 12 月、連邦下院はケベ

ックを「独自の社会」として承認する動議を可決し

た。下院は「ケベックが独自の社会であるという現

実に従い、立法府および行政府の全部門がこの承認

を尊重し活動する」ものとし、これが議員および連

邦政府の官僚の指針であるとされた。これは法制化

には至らなかったものの、「二つのネイション」モデ

ルを承認する第一歩であると見なされた。さらに、

1996 年 2 月、「地域的拒否権法（Regional Veto Act）」

が制定される。その内容は、連邦政府がケベックを

含む主な地域に影響を与える憲法改正を、当該地域

の同意を得ることなく実施しないとするものである

（具体的には、①ケベック、②オンタリオ、③ブリ

ティッシュコロンビア、④プレーリー3州の全人口の

半数を満たす 2 州、⑤大西洋カナダ 4 州の全人口の

半数を満たす 2州による批准が条件とされる）。これ

には、ケベックに憲法改正に対する事実上の拒否権

を与えるという側面もある。 

しかし、1996 年、パリゾーが州首相を辞任し、ケ

ベック連合の前党首で「ハード・ナショナリスト」

であるブシャール（Lucien Bouchard）がケベック党

政権を引き継ぐと、連邦政府の戦略において、徐々

にプラン B の比重が高まる。ブシャール政権下にお

いてもレファレンダムの再発が現実的可能性として

残るだけに、ケベックが一方的な離脱ルール（一方

的独立宣言）を設定してしまう前に、連邦政府の側

で、州の連邦離脱のための明確なルールと条件を設

定する路線である。実際、分離独立を達成するには
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憲法改正が必要とされ、そうした改正にはカナダの

全ての議会の同意が求められることになる。したが

って、プラン B には、ケベックがカナダの一部であ

るうちに、連邦からの離脱条件の詳細（負債の分割

やケベック州内における先住民の処遇など）を明確

にしておくべきという含意がある。 

プラン A からプラン B へのシフトにおいて、連邦

政府の側で重要な戦略的役割を果たしたのが、政府

間関係大臣のディオン（Stephene Dion）であった。

彼は、レファレンダムの賛成票が 50 パーセントを 1

票でも上回れば、法的な分離手続きを進めることが

できるとするケベック政府の見解に対し強く反対し

た。ディオンによれば、連邦からの分離とは、「同胞

を選ぶ行為でもあり、最も重大な帰結をともなう社

会の選択」であり、「元に戻すことができない変化で

あり、現世代のみならず将来の世代にも大きな影響

を与える」ため、より実質的なコンセンサスが示さ

れる必要があるとされた。さらに、ディオンは「理

論上、カナダという単位が分断可能であれば、ケベ

ックも同様に分断可能な単位である」と挑発的な論

点を提起した。これは、ケベック州域内に居住する

先住民を念頭においたものであった。実際、1995 年

レファレンダムの直前、ほとんどの先住民族がケベ

ックの主権確立に反対しており、ケベック州内の英

語系住民の存在を考慮しても、ケベック世論を分断

する大きな要因であったことは明らかである。ブシ

ャールはディオンの挑発に対し、「カナダは二つの領

土の二つの国民から構成されているという意味で

「本当の国(real country)」ではなく、それゆえ分

離可能である」と激しく反発した（Young 1999）。 

 

 

5.3 最高裁判決（1998 年）と「クラリティ法」（2000

年） 

1996 年 4 月、クレティエン連邦自由党政権は、カ

ナダ最高裁判所に対し、以下の内容を照会した。 (1)

カナダ憲法に照らしてケベック州議会および政府は

「一方的分離宣言（Unilateral declaration of 

independence）」をする権利を有するか？、(2)国際

法に照らしてケベック州議会および政府はこの権利を

有するか？また、そのための自決権を有するか？、(3)

この点で、国内法と国際法が衝突する場合、カナダで

どちらが優先されるか？―の 3 点である。連邦政府

には自らに有利な判決を引き出そうとする明確な意図

があり、実際にそのような期待があったことは事実で

ある。 

1998 年 8 月 28 日、カナダ最高裁判所は、次のような

内容の判決を下した（Reference re Secession of 

Quebec, 1998）。(1)州が一方的分離をすることはでき

ない、(2)カナダの政治的枠組みにおいてケベックは

「抑圧されている」と見なされないため、国際法にお

いても一方的分離を進める権利を有していない、(3)し

たがって、国内法と国際法は衝突しておらず、この点

については回答する必要はない－と。 

他方で、最高裁判決には、連邦政府の楽観的予想と

は異なる、重要な内容が含まれていた。すなわち、最

高裁は、(a)分離プロジェクトが「明確な」住民投票に

よって支持されるものであれば、それは正当なもので

ある、(b)「分離プロジェクトの民主的正当性とは・・・

カナダ憲法体制の存続と機能が、カナダに残ることを

もはや望まないというケベックの明確な多数派の明確

な表現に無関心でいられない場合、残りのカナダの側

に交渉する憲法上の義務が生じることになる」、(c)「住

民投票結果を、民主的意志の表現として理解するなら、

その質問内容と支持の両面において曖昧なものであっ

てはならない」－と。 

最高裁判決は、第一に、カナダ連邦には四つの基本

原理（連邦制・民主政・立憲主義・法の支配）があ

ること、第二に、憲法改正によって州が分離するこ

とは可能であること、第三に、ケベック州政府が分

離独立のために憲法改正の手続きを進めることには

正当性があること、そして最後に、ケベック州民の

「明確な多数派」が分離を選択した場合、ケベック

とそれ以外のカナダは対等なパートナーとして、上

記の４つの原理を尊重しつつ、誠実に交渉を進めな

ければならないこと－を認めたのである。しかし

他方で、「明確な多数派」や「明確なルール」の具体

的内実については明確にせず、政治的決着にゆだね

るものとした。 

この判決は、連邦政府とケベックの双方から「勝

利」と見なされた。一方でケベックは、ケベックを

単なる一つの州としてではなく、自律的な「ネイシ

ョン」として、少なくとも理論上は「離脱」の権利

が承認されたと理解した。すなわち、同判決は、ケ

ベックが歴史的に求めてきた「二つのネイション」

から構成されるカナダというヴィジョンを確認する

ものであった。他方で、連邦政府および英語系カナ

ダにとっては、同判決は、ケベックの離脱権には明

確なルールを課すことが求められることを確認した

ものとして理解したのである。 

 しかし、先手を打ったのは再び連邦政府の側であ

った。連邦政府は、ケベックがこの判決を受けて再

度レファレンダムを実施することを回避するために、

州の離脱条件の「明確性」を法制化しようとした。
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1999 年 12 月、「分離の付託に関するカナダ最高裁判

所の意見表明を受けて、明確性の要件を具体化する

法律」（通称「クラリティ法」）が成立する。その内

容は、(1)州はカナダからの一方的離脱の権限を有し

ない、(2)離脱に関わるレファレンダムの質問内容は

「明確」でなければならず、その「明確さ」は連邦

議会（下院）が判断することができる、(3)投票によ

って州民の離脱意思が「明確に」示された場合、連

邦政府は州政府と交渉する義務がある、(4)離脱のた

めの交渉には、全ての州および先住民が参加しなけ

ればならない－というものであった。 

 同法の含意はきわめて重要である。すなわち、ケ

ベックのレファレンダムに際し、その質問内容の明

確さを判断する権限は、カナダ連邦議会に与えられ

ることになるからである。したがって、クラリティ

法の規定によれば、たとえケベックのレファレンダ

ムにおいて賛成側が勝利したとしても、連邦下院が

野党や先住民団体および他の関係諸団体と協議の結

果、レファレンダムの質問内容が充分に明確でない

と判断すれば、連邦政府は同州の分離独立に関して

交渉する義務はないことになる。加えて、レファレ

ンダムにおける賛成票が勝利したとしても、それが

充分でないと見なされたり、全有権者の多数派を代

表していないと判断される場合にも、連邦政府には

交渉の義務が生じることはない。ディオンは「この

国を分裂させるには、50%プラス 1票では不十分であ

る」と繰り返し主張していたとはいえ、同法は「明

確な多数派」を厳密に定義していない。さらに、同

法は、交渉において「資産および負債の分割、州境

に関わるあらゆる変更、先住民の権利と利益および

土地返還要求、マイノリティの保護」というテーマ

について交渉することを義務づけている。これはす

なわち、ケベックに対し、現行の州境が必ずしも保

証されえないこと、また、ケベック州内の英語系住

民や先住民が分離に反対する場合には、連邦政府が

その立場を代弁しうることを意味している。 

 連邦政府によるクラリティ法の制定にケベックは

激しく反発した。翌年、ケベック州議会は、「ケベッ

ク州民およびケベック州の基本権と特権の行使を尊

重する法」（通称「Bill-99」）を制定した。同法は「ケ

ベック州民の自決権」を宣言し、ケベック議会の主

権が不可侵であることを確認するものであった。同

法の第 4 節において、「明確な多数派」とは、「有効

投票の 50％プラス 1 票」であると定義されており、

有権者総数に対するパーセンテージに関しては全く

言及されていない。最後に、同法は、「他のあらゆる

議会ないし政府は、ケベック州議会の権限・権威・

主権・正統性を減じることはできず、ケベック州民

が自らの将来を決める民主的意思に制約を課すこと

はできない」と締めくくられている。 

 このように、1995 年レファレンダムによる国家分

裂の危機は、最終的にクラリティ法の制定を導くこ

とになった。レファレンダム直後には、プラン A と

プラン B という二つの路線が併存した時期も見られ

たとはいえ、ケベック政府（ブシャール州首相）と

連邦政府（ディオン政府間関係大臣）の戦略的対抗

関係を経て、最高裁判決はプラン B の側に回収され

る結果になった。実際、クラリティ法の制定におい

て最大のキーパーソンはディオンであったとされる。

また、分離派であるケベック党州政権が連邦政府の

プラン B 路線に激しく対立したことも不思議ではな

い。いずれにせよ、ケベックが将来的に再び分離な

いし主権確立を目的とするレファレンダムを実施す

るとしても、クラリティ法の規定によって拘束され

ることになろう。また、同法がレファレンダム質問

内容の明確さの判断権を連邦政府に与えているだけ

に、現行のカナダ連邦制において、ケベック州が分

離ないし主権を獲得する可能性はいっそう小さくな

ったと言える（Gagnon and Iacovino 2007=2012, 

pp.chap6.）。 

 

6.おわりに 

 本稿では、マルチナショナルな国家の統合における

連邦制の役割という視点から、“カナダ－ケベック”関

係の展開を考察した。レズニックおよびキムリッカの

類型化に即すると、カナダは連邦制に関しては二重の

ヴィジョンを併せ持つ国である。すなわち、ケベック

の仏語系を受け入れることが連邦制の採用に至る最大

の要因であったという意味では「マルチナショナル連

邦制」と理解することができるが、他方で英語系諸州

においては、単一のカナダ・ナショナリティを前提と

する「領土型連邦制」のヴィジョンが定着している。

戦後の福祉国家建設の時代から現代に至るまで、後者

のヴィジョンが強化されたといえる。その要因は、戦

後における連邦政府の強化に加えて、トルドーによる

「汎カナダ主義」が 1982 年憲法によって制度化された

ことに求めることができよう。この意味で、カナダは

（たとえばベルギーのような）制度化されたマルチナ

ショナル連邦制とは異なる。 

 また、「連邦制の逆説」論との関係では、カナダは

その事例には当てはまらない。連邦政府とケベックと

の対立関係は今後も残り続けるであろうが、憲法改正

をめぐる過程からも明らかなように、サブナショナル

な差異の承認は、制度的・憲法的な非対称性ではなく、
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行政的措置や議会法を通じた事実上の非対称性の承認

にとどまることになろう。事実、1995 年のケベック・

レファレンダムは文字通りの国家分裂の危機であった。

今後、ケベック州政治の展開によっては、分離独立な

いし主権確立運動が再び高まることもあると思われる

が、クラリティ法は、ケベック・ナショナリズムの将

来的な展開において、強力な縛りとして機能すること

になろう。 
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i 「マルチナショナル」よりも「プルリナショナル」

（plurinational）という語が使われることもある。たとえば、

レケホ（Ferran Requejo）は、「プルリナショナル・デモクラ

シー」という用語には、一つのデモクラシーが様々な民族社

会（national societies）を内包しているという事実を指す

記述的側面だけでなく、そうした多元主義を承認・保護すべ

きとの規範的側面があるのに対し、「マルチナショナル・デモ

クラシー」は前者の側面のみを指しているとしている

（Requejo 2012, pp.12-13）。同様に、キーティング（Michael 

Keating）によると、「プルリナショナリズムとは、一つの政
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治秩序のなかで二つ以上のアイデンティティが共存している

ことであり、これには規範的な主張と含意が込められている。

プルリナショナリズムにはマルチナショナリズムにとどまら

ないものがある。というのも、後者は、一つの政体のなかに

個別の独立した民族集団が共存していることを指すにすぎな

いからである。プルリナショナリズムのもとでは、同一の集

団ないし個人が二つ以上のアイデンティティを持つこともあ

りうるし、複数のナショナリティが入れ子構造を形成する可

能性が、あるいは、不規則に重複する可能性が出てくる。ナ

ショナリティの意味自体が、集団ないし個人によって変わり

うるし、多少なりとも政治的内容を帯びうる」（Keating 2001b, 

pp.26-27）。ただし、本稿ではより一般的な用語として、マル

チナショナルの語を使用するものとする。 

ii キムリッカがその多文化主義理論において、これら両カテ

ゴリーを区別していることはよく知られている。すなわち、

「エスニック・マイノリティ」とは、領域的集中がなく、連

邦構成サブユニット内で多数派を占め得ない集団であり、こ

のカテゴリーとしては主に移民が想定されている。移民集団

は主流派社会への統合を求め、その中でポリエスニック型権

利を追求するため、このカテゴリーの受け入れを目的に、連

邦型制度の境界線を引くことは困難であるとされる。これに

対し、「ナショナル・マイノリティ」とは、一定の領域に集住

し、連邦構成サブユニット内で多数派を占めうるネイション

のことを指す。このカテゴリーとしては、たとえばカナダの

ケベック、ベルギーのフラマン、イギリスのスコットランド

などのマイノリティ・ネイションや北米各地の先住民族など

が想定されている。とりわけ、マイノリティ・ネイション集

団は、固有の言語と文化を共有する集団として、完全かつ自

由に発展し、ネイションの利益を推進するために、政治的自

立や領域的権限に基づく自治権を要求する傾向があるため、

連邦型制度の境界線を引くことで彼らの自治要求を満たす可

能性もあるが、このことが逆に分離独立を促してしまう危険

もあるとされる。次を参照のこと。Kymlicka (1995=1998). 

iii 1867 年の連邦結成時において、プリンス・エドワード・

アイランドとニューファンドランドは加入を見送った。前者

は 1873 年に連邦加入を果たすが、後者の加入はさらに遅く

1949 年であった。 

iv カナダの上院は、名目上、州ではなく「地域」を単位とす

る代表機関と理解されることもあるが、だとしても議席配分

は不規則である。「中央カナダ」であるオンタリオとケベック

は、一州で一地域を構成するものとされ、各 24 議席が配分さ

れている。「大西洋カナダ」地域では、連邦結成メンバー州で

あるノヴァスコシアとプリンスエドワード島には各 10 議席

が、ニューブランズウィックとニューファンドランドには各

6議席が配分されている。「西部カナダ」地域に当たるマニト

バ、サスカチュワン、アルバータ、ブリティッシュコロンビ

 

アは各 6議席であり、ユーコン、北西、ヌナヴトの三つの「準

州」（territories）には各 1 議席が配分されている。 

v 上院を実効的地域代表の機関とするために、全州平等の議

席配分とし（Equal）、下院に対抗できる実効性を備え

（Effective）、公選制（Elected）とする上院改革案。1980

年代以降、アルバータを中心とする西部カナダが強く支持し

てきた。ケベックにとっては、とりわけ議席配分の点で不利

を被ることになるが、（ケベック人口の増減にかかわらず）下

院議席の 25％を同州に恒久的に保障することを条件として、

協定に盛り込むことを受け入れた。 
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